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雄武町農業委員会委員の募集について
　このたび、雄武町農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、次のと
おり雄武町農業委員会委員の募集を行います。
◉募集人数　　10 人

◉受付期間　　令和８年 3 月 24 日㈫ ～ 4 月 20 日㈪
◉身分および報酬の額　　雄武町の特別職の非常勤職員　月額２５，０００円 

◉推薦および受付状況の公表など　　推薦を受けた者または応募した者については、受付期間の中間
および終了後に氏名、職業、年齢などを雄武町ホームページなどで公表します。
◉選考方法　雄武町農業委員会委員候補者選定委員会において、書類審査などを実施し、その評価結果を
参考に町長が選任し、雄武町議会の同意を得たうえで任命します。

問農業委員会事務局

◉注意事項
・提出された届出書などは、返却しません。
・推薦または応募に係る経費は、すべて推薦者または応募者の負担となります。
・届出書に記入された内容に係る確認を行うため、必要に応じて関係機関に調査します。

◉雄武町農業委員会委員の任命　　町長が選任した農業委員について、６月議会定例会で同意を得て、
任命の通知を行います。

◉主な業務内容　　
・ 農業委員会総会（６月を除き毎月開催）に出席し、農地の権利移動や転用に係る許可などの審議および

決定を行います。
・ 担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に関する活動を行います。
・ 関係団体が開催する会議および研修会に出席します。（年数回）
・ 農業者からの相談対応・助言・指導、農業一般における情報提供に関する業務を行います。

◉募集方法　　個人からの推薦、団体などからの推薦、一般募集
◉任　　期　　令和８年 7 月 20 日 ～ 令和 11 年 7 月 19 日（３年間）

◉推薦および応募の資格　　農業委員として推薦を受ける者または募集に応募する者は、農業に関する
識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、そのほかの農業委員会の所掌に属する事項に関し、
その職務を適切に行うことができる者であって、農業委員の選任予定日において、次のいずれにも該当する
ものとします。
・ 雄武町に住所を有する者を基本とするが、雄武町外に住所を有する者も妨げない
・ 雄武町の職員でない者
・ 破産手続開始の決定を受けていない者（復権者を除く）
・ 禁錮以上の刑に処せられていない者（刑執行終了者を除く）
・ 雄武町暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員または同条第 3 号に規定する暴力団関係事業者

でない者
◉推薦および応募の手続き　　所定の届出様式に必要事項を記入のうえ、雄武町農業委員会事務局へ直
接提出または郵送により提出してください。
　なお、届出様式については、雄武町農業委員会事務局に備え付けています。
　また、雄武町ホームページからもダウンロードができますのでご利用ください。
⑴推薦の場合の手続き
・ 個人からの推薦の場合、農業者など２人以上が連名し、その代表者が推薦するものとします。
・ 団体などからの推薦の場合、団体または組織の代表者が団体推薦するものとします。
⑵一般応募の場合の手続き　
・ 一般応募の場合、募集に応じる者が応募するものとします。
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入
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入
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瓶
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署
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。
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落
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。
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刀
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類
・
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。

・ 

そ
の
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、
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さ
い
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